[bookmark: _Hlk223054630]様式第２号
令和８年度 世界の文化創造拠点ARITAプロジェクト
「文化体験プログラム造成事業」共同申請パートナー募集申請様式


1． 申請者
	名称
	
	代表者
（役職・氏名）
	

	所在地
	
	電話番号
	

	担当者
	
	メールアドレス
	

	補助率調整要件への該当
	(1)            (7)
	課税事業者
	

	
	
	免税事業者等
消費税を補助対象経費に含める者
	


　　※　補助率調整要件への該当・・下記の事業規模指数が0.1以上であれば、（2）をご記載ください。
　　※　課税事業者・免税事業者等のうち該当する枠に〇をご記載ください。
　
・過去３箇年度の収入額及び支出額を記入してください。実績がない場合は、事業実施年度の収入見込額を記入してください。また、補助対象となる事業費と事業規模指数の欄に記入してください。

	年度
	収入　（円）
	支出　（円）

	令和５年度
	
	

	令和６年度
	
	

	令和７年度
	
	

	平均
	
	



	（１） 補助対象事業費（円／税抜金額）
         ※課税事業者が記載すること
	

	補助対象事業費（円／税込金額）
※免税事業者等、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を
算定することを希望する者が記載すること
	

	（２）事業規模指数
（補助対象事業費／過去３箇年度の平均収入額）
	

	（３）補助想定金額（円）　
※（１）×補助率　と　2,000万円のどちらか低い方を記載
　　　・事業規模指数が0.1以上であれば、補助率は2/3
　　  ・事業規模指数が0.1未満であれば、補助率は3/5
	


※免税事業者等、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定することを希望する者のみ、消費税処理
例外対応宣誓書（様式第３号）を提出すること。
　○補助金の額は、補助対象経費の１／２を限度とします。ただし、次の（１）から（９）に該当する場合は２／３を上限に予算の範囲内で額を調整することができることとします。該当がある場合は、上記の右の欄に以下に記載する要件の番号（（１）～（９））を、申請者（共同申請者を含む）ごとに、申告をしてください。

　※有田町の場合は、（１）、（７）が該当するため、＋10％の加算（補助対象事業費の3/5の補助率）
[bookmark: _Hlk224771829]さらに、（２）（イ）の要件を満たせば、最大2/3の補助金額（補助上限額は2,000万円）となる想定ですが
　　　要件を満たしたとしても、厳正な審査の結果、採択されない場合や減額される場合もあることにご留意ください。
　　

　＜補助率調整要件＞
（１）文化財保存活用大綱、文化財保存活用地域計画、歴史文化基本構想又は歴史的風致維持向上計画を策定している
地方公共団体の域内において実施される事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。
（２）補助事業者の財政規模が一定の割合である場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
　（ア）地方公共団体の場合＝財政力指数が０．５以下：１０％加算
※　財政力指数＝地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２１条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値
　（イ）民間団体の場合＝事業規模指数が０．１以上：１０％加算
※　事業規模指数＝補助対象となる事業費／補助事業者の財政規模
※　当該補助事業者の財政規模
１）団体の場合＝当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前３会計年度の平均収入額
実績がない場合は当該年度の収入見込額
２）個人の場合＝前年分の収入額
（３）補助事業者に、観光庁の観光地域づくり法人の登録制度により登録された登録観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）が
参加している場合又は補助事業者自体が登録DMOである場合は、補助率に５％の加算を行うことができる。
（４）当該年度に、他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施することを計画している事業である場合には、補助
率に５％の加算を行うことができる。
（５）国際的な認証・評価（Best Tourism Villages等）を獲得している地域に係る事業又は事業計画に獲得に向けた取組が 
 含まれている事業の場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。
（本事業において想定される「国際的な認証・評価」とは、Best Tourism Villagesや、GSTC認証などの、持続可能な
観光に関する認証・評価を指す。）
（６）文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第１８号）の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業又は当該事業と連携して実施することを計画している事業若しくは同計画に基づいて実施されていた事業に関連した事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。なお、本項目を適用する場合は（３）を適用しない。
（７）日本遺産に係る事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。
（８）「重点支援地域」と認められた日本遺産に係る事業である場合には、補助率に10％の加算を行うことができる。（上記（７）の場合を除く。）
（９）「特別重点支援地域」と認められた日本遺産に係る事業である場合には、補助率に15％の加算を行うことができる。（上記（７）及び（８）の場合を除く。）









●事業番号４－B-３　文化体験プログラム造成・受入環境整備事業

	文化体験
プログラム名
	


	類型

※申請する類型に✓をしてください
	☐　　 １　　文化体験プログラム造成事業（ハード整備を伴うもの）
☐　   ２　  文化体験プログラム造成事業（ハード整備を伴わないもの）
☐     ３　　受入環境整備事業
※１または２の申請を行うものに限り、３を合わせて申請することが可能です。（３のみの申請は不可）

	事業実施場所
	

	実施主体
	

	（該当があれば）
連携先
※旅行会社、コーディネーター、店舗の運営主体など
	

	事業内容
	【陶磁器文化を活用してどのような体験を提供するのか】
※カフェやレストランなどの店舗運営を目的とした改修等の場合は、単なる陶磁器を使った飲食の提供のみならず、どのような文化体験を提供するのか、具体的な内容を記載すること。
（例）
・自分好みの佐賀県の陶磁器のコーヒーカップが選べ、選んだカップの窯元の特徴や購入場所に
ついて店員が説明をしてくれるカフェ
・人間国宝などの貴重なうつわを使ってフルコースを提供するフレンチレストラン
・現代の茶室を思わせる静謐な空間でうれしの茶×酒×佐賀の陶磁器を組み合わせたコンセプトの
お茶とお酒のペアリングバー
・昼は陶磁器作家として働き、夜は自身の酒器を使って窯元の蔵でお酒を提供するバー 
・現代ブランドとのコラボ作品を展示し、購入することができるギャラリー　など　

【本プログラムの特徴・価値】

【想定ターゲット】

【催行人数】

【実施時期】

【体験の流れ】

	ハード整備の
有無
	　　あり　　　・　　　なし

	（文化体験コンテンツ・参加型のアクティビティの場合）
直販価格の
想定額・内訳
(１人あたり)
	



（例）　一人あたり50,000円
内訳：材料代3,000円、体験代37,000円、企画者報酬10,000円、英語ガイド10,000円
※直販価格には、事業者自身の利益に加え、プログラムの企画者（設計者・監修者等）の利益も含めた
設計とすること。（※事業者自身が企画者の場合を除く）

	（文化体験プログラム・参加型のアクティビティの場合）
企画者名
	

※プログラム造成後も、来訪者のニーズと現地の調整を図り、本プログラムの受入・手配業務等を行う者（設計者・監修者・コーディネーター等）がいれば名称・氏名を記載すること。

	年間
外国人観光客
想定利用人数
	

	年間売上
想定額
	

	うち実施主体の
収益
	

	（文化体験コンテンツ・参加型のアクティビティの場合）
販路の想定
（旅行会社
経由・OTA等）
	

	令和８年度の
スケジュール
	※実施時期は、計画期間内において、いつ実施するか、始期及び終期を明確に記載してください。

令和８年６月下旬　文化庁からの交付決定(予定)
令和８年７月～

	補助対象
事業費
・
内訳
	※取得した見積書の中で、最も低廉な金額を記載すること。
※「課税事業者」の場合は、補助対象事業費・内訳ともに、見積書より消費税額を除いた金額を、「免税事業者」・「簡易課税事業者」等の場合は、消費税額を含んだ金額を記載すること。
※経費の内訳は、要項P.6　「６　補助対象経費」を参照すること。

補助対象事業費：　　　　　　　　　　円（税抜・税込）

【文化体験プログラム造成にかかる経費】

【販路基盤整備にかかる経費】

【受入環境整備に係る経費】





（例）補助対象事業費3,000万円（税抜）
調査費　50万円  企画・造成費　100万円　専門家モニターツアー　200万円　
設計費200万円　工事費 2,３５0万円　セールスツール費　100万円　

	必要資金
調達方法
	総事業費：○百万円　
（内訳：○百万円（自己資金）、　○百万円（○○補助金（交付主体又は所管省庁））





※必要資金調達方法は、既に申請済みもしくは採択済みの予算事業なのか、もしくは今後申請を行う予算事業なのかを明確に記載してください。また、１つの事業の中で複数の予算事業を用いる場合、いずれの部分で、どの資金を活用しようとしているかを具体的に明記してください。なお、国の予算事業等を記載し、記載のとおり調達できなかった場合には、自己資金による対応等について検討してください。


	伴走する専門家の希望
	採択後に伴走する専門家について要望がある場合は、その旨も記載ください。
例）アートディレクター、クリエイティブディレクター 、経営アドバイザー等


	【重要】補助金で取得した取得財産の管理について

	■ 文化庁のACEプログラム補助金を財源として取得した財産（建物、設備、備品等）および、当該事業により効用が増加した財産のうち、取得価格（税抜）50万円以上のものについては、一定期間、処分（目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄等）に制限が設けられます。
■ 取得財産等については、管理台帳を整備し、適切に管理する必要があります。
■ 取得財産等を処分する場合には、事前に県および文化庁の承認を得なければなりません。
■ 処分に際しては、残存処分制限期間等に基づき算定される金額に応じて、交付された補助金の全部または一部を返還する必要が生じる場合があります。
■ 承認を得ずに処分を行った場合、補助金の交付取消しや返還命令の対象となります。
上記の事項を理解し、これを遵守することに同意します。

代表者氏名

※責任者自署欄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※代表者氏名欄は、代表者本人が自署すること。ただし、申請者が法人の場合は、本申請に係る責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とすることができる。


※枠は自由に拡大、縮小、追加し、必要に応じて図表や写真を挿入してください。
※本様式のほか、仕様書（見積書を依頼する際に示す必要な条件や仕様を記載した書類）、 見積書（２社以上か
らの取得が必要）、設計図、位置図、そのほか上記の記載内容を補足する資料がある場合、添付してください。
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